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Ⅰ-７ 過誤調整処理について 

１．基本的な考え方 

保険者及び公費実施主体者に対する請求確定額及びサービス事業所等に対する支払確定額を

国保連合会で審査決定した後に、請求誤り（洩れや一部変更等）が生じた場合は、サービス事

業所等からの過誤調整（過誤申立）として、国保連合会において調整処理を行います。 

この調整処理は、各事業所の当月総支払額から、過誤又は再審査で決定された調整金額を差

し引くことで金額調整を行います。 

２．過誤調整の種類 

（１）事業所からの実績の取り下げ 

・サービス事業所等（又は居宅介護支援事業所）から請求誤り（洩れや一部変更等）による

実績明細書の取り下げ（過誤申立書）を各保険者に依頼し、各保険者は「過誤申立書」を

国保連合会へ提出します。 

（２）保険者(公費負担者)からの過誤調整 

・サービス事業所等からの請求が不正請求と思われる実績がある場合、保険者（又は福祉事

務所や公費実施主体者）から「過誤申立書」を国保連合会に提出します。 

（３）給付管理票の取消によるもの：取消（作成区分３） 

・居宅介護支援事業所が提出する給付管理票自体の提出が不要であった場合、居宅介護支援

事業所が取消（作成区分３）とした給付管理票を国保連合会へ提出することによって、そ

の給付管理票に記載のあるすべてのサービス事業所及び居宅介護支援事業所からのサー

ビス計画費の請求確定分を過誤決定します。 

（４）給付管理票の修正によるもの：修正（作成区分２） 

・居宅介護支援事業所が提出する給付管理票に誤りがあり、サービス事業所からの請求が減

単位となった場合、居宅介護支援事業所は修正（作成区分２）とした給付管理票を国保連

合会へ提出することによって、その給付管理票に記載のあるすべてのサービス事業所から

の請求を再度、審査決定します。 
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国保連合会 保険者 

３．過誤調整の流れ 

 

過誤処理金額の精査の流れ（通常過誤）について 

 

 

 

 

例）3月サービス提供分の自主返還分を6月審査分で過誤調整した場合 

（20万円で請求したが正しくは18万円 自主返還額は2万円） 

 

 

       ⑦再請求分の支払 

   

      ⑥正しい明細書を再提出 

       

            

      ④過誤決定通知書を送付    ①5月サービス提供分提出  ②過誤申立書を提出 

       ⑤介護給付費の支払 

                     ④過誤決定通知書情報を送信 

 

    

                     ③過誤申立書情報を送信 

 

 

  ①事業所    5月サービス提供分（6月請求）を国保連合会に提出     請求額100万円 

（6月1日から10日まで） 

 ②事業所    過誤申立書を保険者に提出（提出期限は保険者に確認する） 調整額  20万円 

 ③保険者    過誤申立書情報を国保連合会に提出（送信）（6月20日） 

 ④国保連合会  過誤調整処理を実行 

過誤決定通知書を事業所へ送付 

         （請求方法が伝送の事業所は7月14日送信、それ以外の事業所は7月下旬発送） 

                  過誤申立書情報を保険者へ送信 

 ⑤国保連合会  5月サービス提供分から過誤申立分を差し引いて支払（7月31日） 

         5月サービス提供分100万円 － 過誤申立分20万円  ＝  支払額 80万円 

 ⑥事業所    過誤決定通知書で過誤調整の完了を確認して、8月に正しい内容の明細書を 

再提出（8月1日から10日） 

 ⑦国保連合会  8月再提出分の支払（9月30日）              支払額 18万円 

 

 ※ 6月審査分の過誤20万円 － 8月審査分の再提出 18万円 ＝ 2万円の自主返還となる。 

 

 

 

 

事業所 
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 ４．自主返還による過誤調整の流れについて 

     

京都府の実地指導により、介護保険事業所が自主返還される場合、過誤申立書（給付実績の取り下

げ）を保険者経由で国保連合会に提出し、過誤調整処理を行います。 

なお、保険者が京都市の場合、過誤申立書の作成前に京都市介護ケア推進課と返還方法等について

調整を行います。 

 

 

 

 

                       ①自主返還指示 

   ⑥利用者負担分の返還 

 

  ⑤過誤決定通知書を送付                    ②自主点検の結果報告 

                ⑤過誤決定通知書情報を送信 

 

                ④過誤申立書情報を送信 

 

    ①京都府・京都市  該当事業所へ自主返還の指示 

    ②事業所      保険者へ自主点検の結果報告と過誤申立書の提出 

    ③保険者      毎月２０日に国保連合会へ過誤申立書情報を送信 

    ④国保連合会    過誤調整を行い、過誤決定通知書を事業所へ送付 

過誤決定通知書情報を保険者へ送付 

    ⑤事業所      サービス利用者へ利用者負担金を返還 

 

 

 

 

５．お問い合わせについて 

 

・指導内容の確認等   京都府健康福祉部介護・地域福祉課 ℡０７５－４１４－４６７２ 

            京都市監査指導課         ℡０７５－７４４－１１５３ 

・具体的な処理方法   各市町村介護保険担当課      各市町村へお問い合わせください 

京都市の場合は介護ケア推進課   ℡０７５－２１３－５８７１ 

・その他・処理方法   京都府国保連合会介護保険課     ℡０７５－３５４－９０５０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府・京都市 

事業所 

保険者 国保連合会 

利用者 
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６．過誤調整の注意点について 

  

① 翌月の支払情報の『過誤決定通知書』で処理されたことを確認後、必要に応じて翌月、正し 

 い請求明細書の提出が必要です。 

② 過誤申立書は保険者により提出期限が異なりますので、該当保険者に確認ください。 

③ 過誤申立金額が当月請求金額を上回る場合は、過誤申立と同月に再請求を行うことが必要です。

その場合は、過誤申立書『同月再請求分』を保険者に提出し、保険者は毎月５日までに国保連合

会に過誤調整を依頼します。また、同時に事業所は、同月の１０日までに正しい請求明細書で請

求を行います。 

  注：同月再請求分過誤の取り扱いについては、事前に保険者、国保連合会と調整が必要です。 

 

 

  ※過誤調整額が当月請求額を上回る場合、連合会に対し支払が生じます。 

 

  過誤調整額が通常の請求額を超える場合、事業所において複数回に分けて過誤申立するなど、

未調整額（支払不足分）が生じないよう調整してください。 

  なお、過誤調整額が当月請求額を超えると、未調整額（支払不足分）が生じるため国保連合会

より別途未調整額（支払不足分）の請求があり、翌月１８日までに国保連合会指定口座に未調整

額を振り込む必要があります。 

 

 

 

   

７．過誤申立書記載の注意点 

 

 過誤申立書の『申立事由コード』は、請求明細書の種類を特定する重要なコードです。 

 次の申立対象様式番号等参照し設定してください。 

      

申立事由コード 

    

 

 

申立対象様式番号 申立理由番号 
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《過誤》介護給付費 申立対象様式番号 

申立対象様式番号 申立対象項目 

様式第二 １０ 

訪問介護，訪問入浴介護，訪問看護，訪問リハ，居宅療養管理指導，通所介護，

通所リハ，福祉用具貸与，定期巡回・随時対応型訪問介護看護，夜間対応型訪

問介護，認知症対応型通所介護，小規模多機能型居宅介護，看護小規模多機能

型居宅介護（複合型サービス）、地域密着型通所介護 

様式第二の二 １１ 

介護予防訪問介護，介護予防訪問入浴介護，介護予防訪問看護，介護予防訪問

リハ，介護予防居宅療養管理指導，介護予防通所介護，介護予防通所リハ，介護

予防福祉用具貸与，介護予防認知症対応型通所介護，介護予防小規模多機能

型居宅介護 

様式第三 ２１ 短期入所生活介護 

様式第三の二 ２４ 介護予防短期入所生活介護 

様式第四 ２２ 介護老人保健施設における短期入所療養介護 

様式第四の二 ２５ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護 

様式第四の三 ２A 介護医療院における短期入所療養介護 

様式第四の四 ２B 介護医療院における介護予防短期入所療養介護 

様式第五 ２３ 病院・診療所における短期入所療養介護 

様式第五の二 ２６ 病院・診療所における介護予防短期入所療養介護 

様式第六 ３０ 
認知症対応型共同生活介護，特定施設入所者生活介護 

認知症対応型共同生活介護（短期利用以外）） 

様式第六の二 ３１ 介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用以外） 

様式第六の三 ３２ 
特定施設入居者生活介護（短期利用以外） 

地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用以外） 

様式第六の四 ３３ 介護予防特定施設入居者生活介護 

様式第六の五 ３４ 認知症対応型共同生活介護（短期利用） 

様式第六の六 ３５ 介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用） 

様式第六の七 ３６ 
特定施設入居者生活介護（短期利用） 

地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用）） 

様式第七 ４０ 居宅介護支援介護給付費明細書 

様式第七の二 ４１ 介護予防支援介護給付費明細書 

様式第八 ５０ 介護福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 
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様式第九 ６０ 介護保健施設 

様式第九の二 ６１ 介護医療院 

様式第十 ７０ 介護療養施設 

《過誤》介護予防・日常生活支援総合事業 申立対象様式番号 

申立対象様式番号 申立対象項目 

様式第二の三 １０ 介護予防・日常生活支援総合事業費明細書（予防サービス、生活支援サービス） 

様式第七の三 ２０ 介護予防・日常生活支援総合事業費明細書（ケアマネジメント費） 

《過誤》申立理由番号 

申立 

理由 
コード内容 申立対象項目 

０２ 請求誤りによる実績取り下げ 
保険者・公費負担者・事業所から申し立てられる，請求誤りによ

る取下過誤申立書 

１２ 
請求誤りによる実績取り下げ（同

月再請求分） 

保険者・公費負担者・事業所から申し立てられる，請求誤りによ

る取下過誤申立書（同月再請求分） 

９９ 
その他の事由による実績の取り下

げ 

①その他の取り下げ

 保険者・公費負担者から申し立てられるその他の事由による

取下過誤申立書 

②京都府等の指導による場合

※ 過誤申立理由番号は通常、『０２請求誤りによる実績取り下げ』を設定する。同月処理の「同月再請求

分」は、『１２請求誤りによる実績取り下げ（同月）』を設定する。ただし、京都府・京都市の指導による場合

は、『９９その他の事由による実績の取り下げ』を設定する。 
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